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(57)【要約】
【課題】室外側からの不正解錠を防止する。
【解決手段】電気錠システム１は、扉２に近接した室外
からの施解錠キー３Ｂの認証情報の有無を検出する情報
検出部１１と、室外側シリンダ錠５の鍵穴５ａへの鍵３
Ａの挿入・回動によるキー操作の有無を検出するキー操
作検出部１２と、扉２に近接する室内の人体の有無を検
出する人体検出部１３と、情報検出部１１による認証情
報の検出及びキー操作検出部１２によるキー操作の検出
が無い状態で人体検知部１３から人体検知信号の入力が
あったときのみ施解錠機構１６を解錠制御する電気錠制
御部１５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
扉に近接した室外からの操作に基づく認証情報の有無を検出する情報検出部と、
　室外側シリンダ錠の鍵穴への鍵の挿入・回動によるキー操作の有無を検出するキー操作
検出部と、
　前記扉に近接する室内の人体の有無を検出する人体検出部と、
　前記情報検出部による認証情報の検出及び前記キー操作検出部によるキー操作の検出が
無い状態で前記人体検知部から人体検知信号の入力があるか否かを判別し、前記人体検知
信号の入力があったときのみ前記施解錠機構を解錠制御する電気錠制御部とを備えたこと
を特徴とする電気錠システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者の所定操作に基づき扉に内蔵された錠前を電気的に施解錠する電気錠
システムに係り、特に不在時に室外からの不正解錠を防止する電気錠システムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の各種扉の錠前部分には、不審者の侵入を回避するため、セキュリティ性に
富んだ電気錠システムが採用されている。この種の電気錠システムでは、特定の施解錠信
号により、例えばモータやソレノイド等の駆動手段を駆動し、デッドボルトを扉枠のスト
ライクの係止穴に対して進退させることで電気錠を施解錠している。また、ホテルの客室
の扉には、災害等の緊急事態に安全に宿泊客が避難できるようにするため、例えば下記特
許文献１に開示される電気錠が公知である。
【０００３】
　下記特許文献１の電気錠では、室内側のレバーハンドルと室外側のレバーハンドルとに
それぞれ連結される内外の駆動カムを錠ケースに回動自在に設け、これら内外の駆動カム
は、それぞれ独立して回動する。また、錠ケースには複数個の部材の組み合わせから成り
、且つ外側の回動部材の回動のみを規制する施解錠手段を設け、さらに錠ケースには制御
装置と電気的に接続し、且つ前記施解錠手段を駆動するソレノイドが内装されている。
【０００４】
　そして、この電気錠では、扉を閉じると、直ちに制御装置からの施錠信号に基づきソレ
ノイドが作動し、これにより室外側のレバーハンドルに対して施錠状態が保持されるが、
室内側の回動部材は機構的に常に解錠状態になっているので、室内側のレバーハンドルを
回転すると、出没部材は錠ケースのフロント内に没入する仕組みとなっており、所謂アン
チパニック機能（ソレノイドの作動で室外側から出没部材が施錠状態となっても、室内側
からレバーハンドルを回転し、出没部材を自由に解錠状態にすることができる機能）を備
えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公平４ー１９１８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示される電気錠は、アンチパニック機能を搭載しているので、施錠状態
のときに室内側と室外側レバーハンドルが連動せずに個々で動作する。このため、室内側
からの開扉操作はサムターンによるデッドボルトの操作を必要とせず、単にレバーハンド
ルを所定方向に回動操作するのみで開扉が可能である。
【０００７】
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　したがって、このようなタイプの電気錠では、室内側からのレバーハンドルの操作のみ
で解錠操作が可能であり、外出時に施錠操作を行った場合でも侵入行為（例えば工具を用
いて扉に空けた孔や隙間から針金等で室内側レバーハンドルを所定方向に回動操作する）
により不正解錠されてしまうという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、室外側からの不正解錠を防
止することができる電気錠システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記した目的を達成するために、請求項１に記載された電気錠システムは、扉に近接し
た室外からの操作に基づく認証情報の有無を検出する情報検出部と、
　室外側シリンダ錠の鍵穴への鍵の挿入・回動によるキー操作の有無を検出するキー操作
検出部と、
　前記扉に近接する室内の人体の有無を検出する人体検出部と、
　前記情報検出部による認証情報の検出及び前記キー操作検出部によるキー操作の検出が
無い状態で前記人体検知部から人体検知信号の入力があるか否かを判別し、前記人体検知
信号の入力があったときのみ前記施解錠機構を解錠制御する電気錠制御部とを備えたこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る電気錠システムによれば、扉に近接した室外からの操作に基づく認証情報
の検出及びシリンダ錠の鍵穴への鍵の挿入・回動によるキー操作の検出が無い状態で扉に
近接する室内の人体が検出されたときのみ施解錠機構が解錠制御されるので、室内に人体
が存在しない状態での室外側からの不正行為による施解錠機構の不正解錠を防止すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る電気錠システムの概略斜視図である。
【図２】本発明に係る電気錠システムの概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る電気錠システムの処理動作を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付した図面を参照しながら詳細に説明
する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではなく、この形態に基づ
いて当業者などによりなされる実施可能な他の形態、実施例及び運用技術などはすべて本
発明の範疇に含まれる。
【００１３】
　図１は本発明に係る電気錠システムの概略斜視図、図２は本発明に係る電気錠システム
の概略構成を示すブロック図、図３は本発明に係る電気錠システムの処理動作を示すフロ
ーチャート図である。
【００１４】
　図１に示すように、本例の電気錠システム１は、部屋の扉２に近接した室外からの操作
手段３の操作により、室外から施解錠が可能な電気錠装置４を備えている。
【００１５】
　なお、本例では、鍵３Ａ又は施解錠キー３Ｂが上記操作手段３として用いられる。鍵３
Ａは、部屋の扉２の室外側に設けられた室外側シリンダ錠５の鍵穴５ａに適合するもので
あって、挿入・回動操作により電気錠装置４の施解錠を行うものである。
【００１６】
　また、施解錠キー３Ｂは、予め部屋の入退出を許可する権限が与えられたカードであっ
て、施解錠に必要な暗証番号などの識別情報が記憶されており、この認証情報の照合によ
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って電気錠装置４の施解錠を行うものである。具体的に、施解錠キー３Ｂは、例えばプロ
セッサチップのメモリに各種データの読み書きが可能なＩＣカード、ＣＰＵ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、フラッシュＲＡＭ等を含むＩＣチップ（ＲＦＩＤタグ）を搭載し、非接触通信によ
るリード／ライトが可能な非接触ＩＣチップ内蔵カード等の各種情報の記憶／書き換えが
可能な記憶領域を有するカード状記憶媒体で構成される。
【００１７】
　図１に示すように、扉２の室外側には、開扉時に室外から回動操作される室外側レバー
ハンドル６が設けられる。また、扉２の室内側には、開扉時に室内から回動操作される室
内側レバーハンドル７が設けられる。室外側レバーハンドル６と室内側レバーハンドル７
は、同軸上に一体的に連結されてハンドルロック機構８に接続される（例えば特許第４４
４５７２１号に開示される錠構造の係合機構を参照）。これら室外側レバーハンドル６と
室内側レバーハンドル７は、施錠時にハンドルロック機構８により回動操作が禁止され、
解錠時にハンドルロック機構８によるロックが解除されて回動操作が行える。
【００１８】
　図２に示すように、電気錠装置４は、上述した室外側シリンダ錠５及びハンドルロック
機構８を含め、情報検出部１１、キー操作検出部１２、人体検知部１３、記憶部１４、電
気錠制御部１５、施解錠機構１６を備えて概略構成される。電気錠装置４は、施解錠機構
１６が施錠状態のときに、室外側レバーハンドル６及び室内側レバーハンドル７の回動操
作ができないようにロックされている。
【００１９】
　情報検出部１１は、施解錠カード３Ｂに記憶された識別情報の検出を行うものであり、
例えば挿入式、非接触式等の各種情報の読み書き機能を有するカードリーダで構成される
。本例では、施解錠カード３Ｂとして非接触ＩＣチップ内蔵カードを採用しているので、
非接触式のカードリーダ／ライターで情報検出部１１が構成される。
【００２０】
　情報検出部１１は、予め決められた周期で扉２から所定範囲内に近接する施解錠カード
３Ｂに対してポーリングを行っており、施解錠カード３Ｂが扉２から所定範囲内に近接し
た際に、施解錠カード３Ｂから識別情報を読み取り、読み取った識別情報を電気錠制御部
１５に出力している。
【００２１】
　なお、施解錠カード３Ｂからの識別情報の読み取り方法としては、上記のようなポーリ
ングによる読み取りの他、省電力化を図る目的として利用者に対し施解錠操作の意思を確
認する施解錠時操作ボタンが操作されたときにのみ施解錠カード３Ｂの識別情報の読み取
りを行う構成とすることもできる。
【００２２】
　キー操作検出部１２は、室外からの解錠又は施錠にあたって、室外側シリンダ錠５の鍵
穴５ａへの鍵３Ａの挿入・回動によるキー操作がなされたか否かを検出しており、鍵３Ａ
の挿入・回動によるキー操作がなされたときにキー操作検出信号を電気錠制御部１５に出
力している。
【００２３】
　人体検知部１３は、例えば人体から放射される赤外線を検知することにより人体の在否
を検知する焦電型赤外線センサモジュールのような所定の検知対象範囲内に人体の在否が
検知可能な装置で構成され、室内の人体検知が可能な位置（天井やエスカチオン等）に設
けられている。人体検知部１３は、室内の扉２近傍の所定範囲内に進入した人体を検出し
、この検知したことを示す人体検知信号を電気錠制御部１５に出力している。なお、人体
検知を行う検知範囲としては、室内側レバーハンドル６の回動操作により扉２に近接する
人体が検知可能な範囲をカバーする程度でよい。
【００２４】
　また、人体検知部１３の他の構成例として、室内側レバーハンドル６の把持部分の裏面
側にハンドルの把持行為による静電容量の変化を検出することで人体の在否を検知する静
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電容量式センサモジュールを人体検知部１３として搭載することもできる。このような構
成にした場合、室内側レバーハンドル６を解錠方向に回動する際に、人体（利用者）の手
により把持されたか否かを検知し、室内側レバーハンドル６の把持が確認されると、この
検知結果を人体検知信号として電気錠制御部１５に出力する構成としてもよい。また、上
記両構成を併用することで、人体の認証精度をさらに向上させることができる。
【００２５】
　記憶部１４は、例えば磁気的、光学的記憶媒体若しくはＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモ
リで構成される。記憶部１４は、電気錠装置４を構成している各機器の機器情報、情報検
出部１１が読取検出した施解錠カード３Ｂの認証情報、施解錠カード３Ｂが読取検出した
認証情報の正当性を判別するための認証用施解錠情報、各種状態信号（モニタ情報として
の施解錠状態信号や扉２の開閉状態信号、操作履歴情報など）の施解錠制御に関する各種
データを記憶している。
【００２６】
　電気錠制御部１５は、電気錠装置４を構成する各部を統括制御している。さらに説明す
ると、電気錠制御部１５は、室外から施解錠カード３Ｂによる解錠操作（又は施錠操作）
が行われたときに、情報検出部１１が施解錠カード３Ｂから読み取った識別情報と、記憶
部１４に予め記憶された認証用施解錠情報とを照合し、識別情報の正当性を判別している
。そして、電気錠制御部１５は、識別情報を正常認証すると、現在の施解錠状態や扉２の
開閉状態に応じて施解錠機構１５に解錠通電（又は施錠通電）を行い、識別情報を正常認
証しなければ、異常判定している。
【００２７】
　また、電気錠制御部１５は、室外から鍵３Ａによる解錠操作（又は施錠操作）が行われ
、キー操作検出部１２からキー操作検出信号が入力されると、そのキー操作情報を記憶部
１４に操作履歴として記憶している。
【００２８】
　さらに、電気錠制御部１５は、室内で人が扉２の近傍に近づいて人体検知部１３から室
内の人体を検知した旨の人体検知信号が入力されると、施解錠機構１５に解錠通電を行っ
ている。
【００２９】
　施解錠機構１６は、例えばモータやソレノイド等の駆動装置と錠前で構成される。施解
錠機構１６は、電気錠制御部１５からの解錠通電で解錠動作するべく、扉枠の係止穴にデ
ッドボルトを引込んで解錠し、ハンドルロック機構８のロックを解除して室外側レバーハ
ンドル６及び室内側レバーハンドル７の回動操作を可能にしている。また、施解錠機構１
６は、電気錠制御部１５からの施錠通電で施錠動作するべく、扉枠の係止穴にデッドボル
トを突出させて施錠し、ハンドルロック機構８のロックにより室外側レバーハンドル６及
び室内側レバーハンドル７の回動操作を禁止している。
【００３０】
　次に、上述した電気錠システム１における処理動作について図３のフローチャート図を
参照しながら説明する。
【００３１】
　まず、電気錠制御部１３は、室外からの施解錠キー３Ｂによる認証情報を検出したか否
かを判別する（ＳＴ１）。そして、認証情報を検出していないと判別すると、室外からの
鍵３Ａによるキー操作を検出したか否かを判別する（ＳＴ２）。これに対し、認証情報を
検出したと判別すると、検出した認証情報と記憶部１４の認証用施解錠情報とを照合し、
認証ＯＫか否かを判別する（ＳＴ３）。検出した認証情報が認証ＯＫでないと判別すると
、異常判定し（ＳＴ４）、処理を終了する。検出した認証情報が認証ＯＫであると判別す
ると、施解錠機構１６に解錠通電する。施解錠機構１６は、解錠通電されると、解錠動作
し（ＳＴ６）、処理を終了する。これにより、ハンドルロック機構８のロックが解除され
、室外側レバーハンドル６及び室内側レバーハンドル７の回動操作が可能になる。
【００３２】
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　ＳＴ２において、室外からの鍵３Ａによるキー操作を検出しないと判別すると、人体検
知信号の入力、すなわち室内に人体検知ありか否かを判別する（ＳＴ７）。室内に人体検
知なしと判別すると、ＳＴ１の認証情報を検出したか否かの判別処理に戻る。これに対し
、室内に人体検知ありと判別すると、ＳＴ５の解錠通電の処理に移行する。
【００３３】
　これに対し、室外からの鍵３Ａによるキー操作を検出したと判別すると、そのときのキ
ー操作によるキー操作情報を記憶部１４に操作履歴情報として記憶し（ＳＴ８）、ＳＴ５
の解錠通電の処理に移行する。
【００３４】
　なお、上述した図３の処理動作において、室内に人体検知ありと判別し（ＳＴ７）、解
錠通電（ＳＴ５）が行われた後、人体検知部１３からの人体検知信号が断たれ、人体検知
なしと判別したときには、ハンドル操作による解錠動作（ＳＴ６）の有無に関わらず、解
錠通電（ＳＴ５）が断たれる。
【００３５】
　このように、本例の電気錠システム１は、扉２に近接した室外からの操作に基づく認証
情報の検出及び室外側シリンダ錠５の鍵穴５ａへの鍵３Ａの挿入・回動によるキー操作の
検出が無い状態で扉２に近接する室内の人体が検出されたときのみ施解錠機構１６が解錠
制御される構成である。すなわち、室外からの鍵３Ａのキー操作や施解錠キー３Ｂの認証
情報の検出がなく、室内において人体検知部１３から人体検知信号が入力したときに限っ
て、施解錠機構１６が解錠制御され、ハンドルロック機構８のロックを解除し、室外側レ
バーハンドル６及び室内側レバーハンドル７の回動操作が行える。これにより、室内に人
体が存在しない状態での室外側からの不正行為による電気錠装置４の不正解錠を防止する
ことができる。
【００３６】
　ところで、上述した実施の形態では、室外から施解錠する操作手段３として、鍵３Ａ又
は施解錠キー３Ｂを用いた場合を例にとって説明したが、これらに限定されるものではな
い。すなわち、室外からの施解錠は、遠隔操作が可能な操作手段（例えばリモコンキーな
ど）を除くものであって、室外から扉２に接近した状態で操作されれば良い。具体的には
、予め部屋の入退出を許可する権限が与えられた利用者の指紋、掌形、網膜、虹彩、血管
、音声などを認証情報とする生体認証の操作であってもよい。この場合、操作手段３が不
要となり、情報検出部１１が利用者の生体認証を行う。
【００３７】
　また、上述した実施の形態では、構造の簡略化を図るため、室外側レバーハンドル６と
室内側レバーハンドル７とを同軸上で一体的に連結してハンドルロック機構８に接続し（
特許文献１：特許第４４４５７２１号の錠構造の係合機構を採用）、施錠時に両ハンドル
６，７を同時にロックし、解錠時に両ハンドル６，７を同時にロック解除する構成として
説明したが、この構造に限定されるものではない。すなわち、室外側レバーハンドル６と
室内側レバーハンドル７とを同軸上で一体的に連結する必要はなく、個々に別々のハンド
ルロック機構に接続し、施解錠時に両ハンドル６，７を別々にロック又はロック解除を行
うようにしても良い。この場合、室外からの鍵３Ａのキー操作や施解錠キー３Ｂの認証情
報の検出がなく、人体検知部１３から人体検知信号が入力して施解錠機構１６が解錠制御
されたときに、室内側レバーハンドル７のハンドルロック機構のみをロック解除すること
ができる。
【００３８】
　さらに、施解錠時の操作履歴情報を施解錠キー３Ｂに書き込む電気錠システム１を構築
する場合には、情報検出部１１が読み取り機能のみならず書き込み機能を追加したリーダ
／ライタで構成される。
【符号の説明】
【００３９】
　１　電気錠システム
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　２　扉
　３　操作手段
　３Ａ　鍵
　３Ｂ　施解錠キー
　４　電気錠装置
　５　室外側シリンダ錠
　５ａ　鍵穴
　６　室外側レバーハンドル
　７　室内側レバーハンドル
　８　ハンドルロック機構
　１１　情報検出部
　１２　キー操作検出部
　１３　人体検知部
　１４　記憶部
　１５　電気錠制御部
　１６　施解錠機構

【図１】 【図２】
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